
高松医療センター「療養介護」

「医療型障害児入所施設」のご案内

当院には２つの療養介護病棟があり合計８０床の病床を有しています。療養介護病棟で

は、障害者総合支援法に基づく「療養介護サービス」及び児童福祉法に基づく「医療型障

害児入所施設」のサービスを提供しています。

これらは神経・筋難病や重症心身障害の方々の医療的ケアや治療、生活支援を目的とし

たサービスであり、個々の患者様のニーズに合った支援を提供できるよう努めています。

就学期の患者様には訪問学級も設定しており、医療的ケアが必要な方でも安心して教育

を受けることができます

高松医療センター マスコットキャラクター

新田乙八（にったおとはち）



◆サービス種別と対象者

◆医療型障害児入所施設（１８歳未満）

対象者

○障害児施設受給者証および障害児施設医療受給

者証が交付されている

○筋ジストロフィー、重症心身障害児であって

最重度の方（市町村による認定）

◆療養介護（１８歳以上）

対象者

○障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受

給者証の交付を受けておられる方

〇障害支援区分６に該当し、気管切開に伴う人工

呼吸器管理を行っておられる方

○障害支援区分５に該当し、①～③にあたる方

①筋ジストロフィー、または重症心身障害の方

②高度な医療的ケアを必要とする方

③遷延性意識障害があり、医療的ケアを必要と

する方

※詳しくはお尋ねください

◆利用料金

サービス費＋医療費＋食事費＋日用品費(10.000円を超えた額のみ)

◆入所中の生活について

〇食事…ペースト食・ミキサー食・刻み食等利用者に応じた食事形態で提供致します。

〇入浴…原則週に２回入浴を行います。入浴が困難な場合には清拭を行います。

〇排泄…利用者のＡＤＬ（日常生活動作）に応じた形で支援致します。

おむつ交換は適宜行います。

〇衣類…入所当初はご家庭で使用されるものをご持参下さい。衣類等の洗濯については、日用品費

から支給できる業者による洗濯と、ご家族による洗濯とが選べます（院内にコインランド

リーあり）。

〇療育…入所支援計画・個別支援計画に基づき、ご本人に合った療育活動を提供します。

ご希望等がありましたらお知らせください。

〇行事…季節に合わせた行事を実施しています。また、年１、２回の外出計画等をご希望に合わせ

相談の上、実施しています。

〇就学…訪問学級により、病室で授業を受けることができます。詳細についてはお尋ねください。

利用料金は世帯の所得に応じて計算されます。

２０歳以上の方で住民票上および保険被扶養者でない方は本人および配偶者の所得で計算されます。

１８歳未満の方は障害児入所受給者証と障害児入所医療受給者証に、１８歳以上の方は障害福祉サー

ビス受給者証と療養介護医療受給者証に記載された金額が利用料金となります。



◆病棟での様子

個別療育
個々の身体状況や趣味・嗜

好等に合わせて、造形活動

や趣味支援活動など、様々

な活動を幅広く行います。

散歩・外出
看護師等の付き添いのもと

散歩や外出を行います。

医療依存度の高い方でも、

安心して散歩や外出ができ

るよう支援します。

行事
ハロウィンやクリスマスな

ど、季節に合わせた行事を

実施し、音楽を聴いたり写

真撮影(希望者のみ)をした

りして、楽しんでいただき

ます。

ほっこりデー
1ヶ月に1回程度、希望者の

みの自由参加で、音楽活動

や本読み活動など、様々な

活動を行います。

リクエストも受付中です！

◆病棟の１日の基本スケジュール例

※スケジュールは個人により異なります。

※おむつ交換は適宜行います。

※入浴の曜日は病棟によって異なりますが、原則として月曜・木曜または

火曜・金曜が入浴日となります。

５：００ 起床・朝食・洗面・口腔ケア

８：３０ 検温・体調チェック

１０：００ 日中活動や入浴（学生は授業等）

１１：００ 昼食・口腔ケア

１４：００ 日中活動（学生は授業）

１６：００ 夕食・口腔ケア

２２：００ 消灯・就寝



◆入所までの流れ

◆当院へのアクセス

お問い合わせ先

独立行政法人国立病院機構 高松医療センター

〒７６１－０１９３

香川県高松市新田町乙８

電話番号：０８７－８４１－２１４６（代表）

FAX番号：０８７－８４１－２１７８（地域医療連携室）

相談窓口：０８７－８４１－２１６２（地域医療連携室）

◆車でお越しの方

ＪＲ屋島駅西側(馬場先)から南へ延びる新田街道

の途中、信号機のある三叉路を東に上がった丘陵

地にあります。駐車場は無料。

◆バスをご利用の方

ことでんバス『大学病院線』乗車

（起点：高松駅 終点：ことでん髙田駅）

『高松医療センター』下車

申し込み ご利用希望の方は相談窓口（地域医療連携室）へご連絡ください。

面談・見学 面談時には病棟見学も行います。

申請 〇１８歳未満の方…香川県障害福祉相談所へご相談ください。
〇１８歳以上の方…居住地の役所（障害福祉課等）へご相談ください。

交付 障害福祉サービス「療養介護」または「医療型障害児入所施設」の受給者証が交付
されます。

受診 予約にて診察を行い、身体状況や感染の有無など確認を行います。
※受診にはかかりつけの先生からの紹介状をご持参ください。

契約 当院での受け入れが可能と判断した場合には利用開始日までに契約を行います。
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